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18世紀イギリスにおける賃貸借制と

地主の役割

酒 井 重 喜

は じ め に

17世紀の市民草命において決定的に支配を確立した大土地所有制と" 18世結

中葉以降産業革命を経験して飛躍的に展開することになる産業資本の発展とは

どのようにかかわっていたのであろうか。

従来わが国では，イギリス資本字義発達史における土地所有の役割の問題は，

ほとんど視野の外におかれてきたか，あるいは問題とされてきた場合でも，そ

れは次のような視角からするものであったc すなわち，産業資本の発展に対す

るもっぱら副次的・受動的要因としての地主・土地所有の寄与という視角であ

る。これはいわば産業資本の側から土地所有をただ従属変数としてみる立場で

あるともいえよう。

一方，このような支配的見解にたいして，ほかならぬブルジョア酌支配体制

確立の画期としての市民革命が大土地所有制の支配確立の画期であり，その後

のイギリス資本主義の発展過程において，大土地所有制が独自の能動的役割を

演じることを決定した画期であったことが， 問題提起されてきたIl。他方イギ

リス自体においても，すでに19世紀中葉以降大土地所有制の存在がいわば「社

1) 代表的なものとして，尾崎芳治民の「イギリス革命と農業土地問題一一地主的改革と『三分
制~J を統一の訓題とする 連の論稿("経渉宿命叢』第86巻第2号， 3号， 6号第87巻第4号， 1960 

1年〕を参照。とれと，視角を異にするも同様の問題性をあつかったものに以下のものがある。
飯沼三郎『地主主政の構造』印刷年，米JI神一「ファーマー田歴史についてり一試論J "一橋論
議』第51巻第2号" 1963年，同「十九世紀後半における地主対借地農関係の展開」同誌第51巻第
5号， 1964年，椎名重明『近代的土地所有~ 1973年，柴田三千雄松浦高嶺編『近代イギリス史

の再検討II1972年，越智武庫 WiIÍ代菜園の起源~ 1965年内
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会問題J化してきたこととかかわって，イギ 97.近代社会の形成・発展過程に

おける大土地所有制ないし士地所有者階級の政治的・社会的・経済的・文化的

等々の独自の役割の問題がさまざまな立場から追究され，一定の安証的成果の

蓄積を示してきている九

本稿は， ιのような研究史的背景をふまえながら，産業資本の発展過程にお

いて地主・土地所有がいかにそれに対して能動的に反作用し， そのなかでどの

ような独自の利害を貫徹していったかという，いわば資本の発展過程を再検討

する立場で，上記り課題にとりくむよLとを意図した一連の研究の一部である九

以下ではまずさし当り 18世紀に限定し，可能なかぎり具体的事例に即して，

I産業資本の資本調達の支配的形態であったパートナ-'/ヅプに対する地主の

かかわり方，ついでE地主が自己の所有する土地および作業場等を産業資本へ

賃貸するという賃貸借制の性格，さいごに， mそのなかで貫かれた地主・土地

所有独自の利害を検討するという順序ですすめていく。

I 資本調達におけ吾地主の役割

18世紀のイギリス社会は， いまだ「高度に地方化している貴族的」心な社会

であり，また近代的な資本市場町も未発達な状態であったために資本の調達手

段としては，おたがいに個人的なつながりをもつものが集まって資金を出し合

うパ トナーシップを結ぶことが広汎に行なわれた。一つのパートナ--;/'1プ

2) cl. R. M. Garnier， Hist01でyof The English Landed Inte問 st，1893; R. H. Tawney， 
The .Agra門知 P四 blemin the Sixteenth Century， 1912; do.，“The Rise of G担位y

1558-1640" in &0.1:王R..vo1. XI. No. 1， 1941; H. J. Habakkuk，“English Landownership， 
1日)-1740"， in &0. H. R.， vol. X， No. 1， 1940; G. E. Mingay， English Land診d8.出溜ty
問 theE:也rhteenthCentury， 1963; F. M. L. ThOInp釦 n，E.η.glish Landed Society in the 

Nineteenth凸 ntu円.1963 

3) 拙稿<18世紀イギリスにおける地主の所領経営と農業資本主聾J W経済論叢』第116巻第3田 4

号， 1975年を参照。

4) S. Shapiro， G喧italand the Cott凹 ，[n品JStryin the I.ηdustr臼~ Revolution， 1967， p. 159 
5) 産業革命期の資本調達を研究したもりにはシャピロのほかに次のものがある。 M.M. Postan， 
“Recent Trends in the Accumulation of Capital "， in主尚昆 R.， vol. VI. No. 1， 1935; 
M. W. Flinn. OrtI!;lns of the lndustrial R目 olution，PP. 37-55 
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は，一般に 6名のパートナーから成り，彼らは無限責任を負ったのである。

1857年に到って有限責任制が実質的に確立し株式制が一般化するまでは，鉄道

などの特殊な部門以外においてはパートナーシヅプが支配的な出資形態として

あったのである九

たとえば次のような新聞広告は，パートナーシッノaによる資本調達の実態の

一端と雰聞気をよく伝えて興味深い。

「古い伝統をもち， (現在〉完全操業中の捺染業の九分の二の買い手を求む

機能パ トナーたちの責任感は第一級。作業場付属の土地・家屋は相当の価値

あり。

8，000ポンドから 10，000ポンド用意で者ぬ人不用oJ (1807年10月，マンチェス

ター・マーキュりー紙)"

一般に新パートナーは， ζのような新聞広告などを通じて募られた。ただし

この例では誰が「九分の二」を購入して新しいパートナーになったかはわから

ない。

在地の地主がパートナーの 員として参加したという点でわれわれの問題に

もっと直接的なス Tーア・ハートナ シップ StourPartnershipのばあいにつ

いてみることにしよう Q

このパ トナ シップは， 1725年ヘイノレス"製鉄所 HalesFurnaceを核に，

新たにストーア河昨クックリィ Cookleyとワイテインクトン Whittingtonに

ある硲鉄所なbびに 2，000ポンドの資金を加えて始められた。 このヘイルズ製

鉄所は，もともとウースタァー・ヘイノレズオーウ:L:，/ Halesowenのマナー領

主たるサー・ト--，ス・リ 7ノレタン SirTho旧国 Lytteltonの所有になるもの

であって， 彼を非機能バートナ slccping partnerとし， クレメントーアク

トγClementActonを1幾能パートナー managmg partner として営まれて

きたものであったが，新たにリ千ヤード・ナイト RichardKnightが上記の二

6) cf. Shapiro， 0，ρcit.， p. 158; M. W. F1inn， Men of lron， 1962， p. 6 
7) M_ M_ Ed'Wards， The GrO'wth of th.e British Cotton Trade 1780-1815，1967， p. 198 
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つの溶鉄所と資金を追加提供するよとでストーア・パートナーシヅプとして結

成されたのである。その後J クレメント・アクト Yが死去し， リチヤード・ナ

イトも高齢であったために，その第三子たるエドワ ド・ナイト Edwardが父

の持分を譲りうけるとともに，かつてのアグト Yの権能をもあわせてひとり機

能パートナーとなった。アクトンのあとは非機能パ トナーとし℃彼の遺言執

行人がヲ|きついだ。かくして， ζ のパートナーシヅプは1726年のレディ ディ

(3月2G日〕をもって「サーー l マス・リテルタン社」の名称で正式に発足し

たのである。

設備をのぞいた資金の出資状況は次のようであった。

出資比率 出資額 権能

£ 
リテルタン 3/7 3，000 非機能

アクトンの遺言執行人 1/7 1，000 非機能

ナイ 1， 2/7 2，000 機能

コックス 1/7 1，0日日 非核能

近傍の弁護士ジ g セフ・コックス JosephCoxが非機能パートナーとして

加わり，計 7，000ポンドが集められた。 ζのなかで，地主リテノレタ γは全体の

七分の三を占め最大の出資者であり，機能パートナーたるナイトは七分の二の

出資をしていた。

利潤分配は，まず各パートナーが自分の持分に対して 5パーセントの配当を

うけ，また持分以外の貸付金および，以前の配当および次の利益分配金の未払

分に対して 5パ←セ Y トの利子を受け，さらに全利益より上自の支払金を差引

いた残余金を利益分配金として受け取るというふうに行なわれた。たとえば，

1727年のレディ・ディのリテノレタンの勘定は次のとおりであった。

£ d. 

出資持分 3，000 

未受領金 565 

上記士項の利子 178 5 7)1 

貸 付 金 300 

その利子 8 12 3 

利益分配金 1.010 11 14}i 
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ところで，われわれにとって重要なのはリテルタンが，一方で土地および製

鉄所の所有を保持しながら，他方でこれ以降順次その出資を引き上げていった

という事実である。まず. 1727年に 300ポγ ドの貸付金とその利子およひ利益

分配金の一部をあわせて 835ポンド 6シリング6ベンλ をよのバートナ-'i'ノ

プから引き上げた。さらに. 1728年十こは利益分配金と利子などあわせて 563，戸

ンド 3シり Y グ8，%'ベy スを引き上げた。 1727年のばあいは，コァクア、もリテ

ノレタンにならって利子と利益分配金を引き上げたが. 1728年のばあいは，利益

分配金を引き上げないようにというナイトの説得によ可てコ vグスは引き上げ

を手枠えたので，ノミ-，ナーのうちでリテノレタンのみが引き上げを行なった。

ナイトは，製鉄業者 ironmasterつまり産業資本家として営業の維持・拡大の

ために，パートナ シップからの資金引き上げには強い難色を示したのである。

しかし， りテノレタンの方では， かまわずひきつづき資金引き上げを行ない，

1736年にはナイトの意に反してのパートナーシッフーから出資金全額を引き上げ

てしまった。つまり，パートナ でなくなってしまったのである。そのあとに

は，アプラハム・スプーナ- Abraham Spooner なるパーミンガムのク z

カー教徒の鉄商人が新パートナーとして参加したB)。

以上の経過から知られるのは次の 3点である。第ーに，パートナーシップの

中に，その作業場および土地の所有者である地主自身が非機能パートナーとし

てではあれ資本を提供するばあいが見られた ζ と。それは「ほかに， ー充分

な資金をもった借地人 ーもいないのでその所領を開発しようとすれば，地主

は自ら経営にタッヲせざるをえ ず，地主が創業資金の大部分を提供」しな

ければならなかフた「初期の段階P のいわば「おもしろい歴史的遺物J10
) (ダ

ウンズ Dow配 s)であったとも言えよう。第二1:-.上例の地主リテノレタンが産業

資本家ナイトの意に反して出資金令部を後に引き上げてしまった事実に示され

旬以上の叙述は R.L. Downes，“The Stour Partnership， 1726-36， A Note on Landed 

Capital in the Iron Industry"， in &0. H. R.， 2nd ser. vol. III. No. 1ーに依るa

9) ハパカグ.)1出世，"， rユ8世紀イギリスにおける農業問題j65ベージ.
10) Do附 ne民噌 ciL.， p. 94 
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石ように，出資金とか日わった地主の利害は経蛍の利害とは相対的に独立した

ものとして貫徹されていること。従って，土地所有は，所領開発=土地収益の

増大の視点から出資を通じて産業資本の形成を促進し支えてもいるが，自己の

必要に応じてそれを引き上げてもいるのであって，ここにつらぬいているのは

産莱資本の利害に従属した土地所有の利害といった見地でとらえ切れないむし

ろ後者の独自の利害である。

とはいえ，第三に，よ例でとくに注意しなければならないのは， リテノレタン

がパートゾ-"/ヅプから出資金を引き上げはしたものの決して土地と溶鉱炉等

の所有権を放棄したのではなかったということである。リテノレタンはその後も

ひきつづき年65ポ'/1ごの地代を受け取ったのである。 1741年に彼は，いっさい

の公的生活からしりぞき，あとを継いだ息子ジ習ージは， 55年に大蔵大臣にな

り57年には男爵位を受けるまでになったが，ひ雪つづ青ヘイノレズ製鉄所からの

地代は受けつつけたのである。他方，ナイト父子であるが彼らのほあいへイノレ

ズ製鉄所の土地および溶鉱炉，溶鉄炉などの作業場を購入するだけの資金を充

分もっていたにもかかわらずその購入を「妙にためらって」山実行せず， それ

らをひきつづきりテノレタンより賃借りしたのであった。

このように，一方で産業資本家は必要な土地・作業場を購入しうる資本を持

っているばあいでさえなお購入はせずにその賃借を行ない，他方地主は産業経

営より身を引いてのちもなお自己の所有する土地・作業場からの地代を収取す

る地主にとどまるというこの「土地および作業場の賃貸借f剖」は， 18世紀イギ

リスの土地所有産業資本の関係を集約的に示す形態であったように思われる。

II 賃貸借制の諸例とその性格

ここで産業資本家が地主との闘で行なった賃貸借行為の事例を，この時期の

主要な三つの産業部門繊維，石炭および鉄工ーについて具体的に検討してみ

る。

11) J: 。、、mes，ibid.， p. 94. 
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繊維産業 繊維産業の中心的な都市であるヨーク V ャーのリーズおよびラ

ンカシャーのマ γチェ Z ターにおいて発行されていた新聞紙上には，土地およ

び作業場の賃借を求める広告が連日のように掲載されていた。

〔事例1] 1賃貸したし。ウグドハウス・ムーアの上手にあり，織元 clothier

にとって極めて便利な家屋・納屋 畑地。J (1738年4月11日付，リーズ・マーキ

ュリー紙〕凶

〔事例2J I賃貸したし。織元 clotbmaker にとって好適の納屋・染物小

屋・張布機および約7エーカーの隣接地付家屋。隣接して便利な織布職人

J ourneyman Cloth M品目用小家屋 CottageHouse有。J(1759年2月27日付，

Pーバ・インテリゲンサ-*J¥;)13J 

この 2例をみれば，土地所有者が土地および付属の作業場の賃借をまめてい

るようすがうかがえるが，とのことは農業においてランドロードがテナ γ ト・

7 ァーマーを勧誘する姿と肯わめて類似しているといえよう。

ヒ事例 3J 18人から10人の麻すき夫用作業場， 大麻・亜麻用の二つの倉庫，

帆布織機付作業場，糊付枠 6台用の作業場，整経・織糸番手揃之等の作業場，

設備良き水車場，良水豊富な大漂日場，好適な面積の土地付属，現行全賃借料

は年 116ポγ ドのみ。前記家屋・土地は過去においても有利に運用されし。

-地域内・近辺には仕事に精通L，極めて妥当な条件にて就労する者多し。」

(1765年7月 9日付，マンチェスター・マ キι リ 紙)14)

〔事例 4J 1綿その他の製造業者へ。賃借求む。テンピーシヤー ノレーティ

γより 200ヤードに位置し，住宅と約4エーカーの土地が付属し二つの水車設

備を有する大きくかっ広い旧製粉作業用建物。 21カ年以内の期限。水車用水流

宝田llstreamは本流より供給さる。作業場建設には好適の地。 製造業者はレ

ーティ yの町tでは，失業中の婦人・少年・少女があぶれており低賃金にて多く

の入手を獲得し得。まぐさの刈入時の婦人の賃金でも 8ベ γスをこえず。

12)ユ3) 日 Heaton，The Yorhh附 Woollenand Worsted In品 stries，2nd. ed.， 1965， p. 290 
14) A. P. Wadsworth & l DE Lacy Mann， The Cotton T:γ'ade and Indust円'.alLancashi開

1600-1780，1931， p. 302 
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所有者は，必要なる建物建築に 200ポンド以内の前貸の用意あり o その他あら

ゆる援助惜まず。J(1787年 2月 6日付，マンチェスター・マーキュリ一五時国

上記の事例では，賃貸者側があれやこれやの有利な条件を提示し，競って製

造業者の賃借を求めていることがうかがえる。広告内容どおりの物件・土地が

そろっていれば，賃借者自らが調達せねばならないのは，わずか労賃費用および

原材料費だけ，つまり固定的な資本 fixedcapitalにたいして経営資本 working

capitalとでも呼ぶべきもりだけであるといえよう o また新たに作業場等の建

設がなされなければならない時は， c事O1J3)のように賃貸者=所有者側が一

定の補助をするということさえ行なわれたのである。さらに注目すべきょとは，

〔事例-1)にみられるように， 賃貸される建物が!日製粉作業場 oldcorn rnill 

であるという事実であるロすでに改築してありすぐに新たな作業にとわかかれ

るものか，主たは，賃借者自らが改築を行なうかのちがいはあるが，とにか〈

以前に製粉場であった建物を新規に別途利用することが行なわれていたのであ

る。このような旧製粉作業場の賃貸→新規利用という事実は，とりわけ繊維産

業で一般的であったようであるが，後にのべるように鉄工業のはaあいでも同様

のことがひんぱんに行なわれていたのである。エドワ ズ M.M. Edwardsは，

r1815年以前には，綿工業のために特別につくられたような建物はほとんどな

かった」とのべ， I日製粉作業場の賃貸→新規利用という事実は産業革命期の回

定的な資本の問題において重要な意味をもっとさえ言っ亡し、る呪いまだ弱小

な産業資本家が経営を行なうばあい，土地所有者から土地とともにその土地に

付属している旧製粉場を借り受けそれを改造して自らの作業場としていったと

いうこと，このことのうちにこの時代の土地所有と産業資本との関係のあり方

が象徴されているの己ある。

ここであげた例は，いずれも土地・作業用家屋・作業用装置などがセットと

Lて貸し出されるばあいのものであるが， 実際にはそのほかに部屋貸 room

15) G. Unwin， Samuel Oldk1ww  & the A叶乱rights，1923， p. 118 
16) EùWélI-d~，。ρ cit. ， p. 186 
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lettingやフロア貸 floorlettingといった大きな家屋の一部分が作業場として

賃貸に出されることもあった17)。

また上記の広告では，労働者に関する言及もなされており，それをみると労

働者が相応に供給され得ること，その労働者もはっきりと賃金労働者である ζ

と，また〔事例 3)が示しているようにー経営当りの労働者数は少くとも 10名

以上であること等々がうかがえるのである。従って，賃貸者側がその所有物の

賃貸の対象としているのは，一定数の賃金労働者を雇用甘るマブアクチャ

的産業資本家である ιとが当然、のこととして知られるのであるσ

石炭業 〔事例;)) I熟練労働者へ toexpe:ricnccd colliers一定期間，

定量〈週田Oトγ以上〉白石炭・石炭くずの採掘者を求む。炭坑は， カマーザ

ンジ干 鉄道に隣接。坑道式，荷馬車， ド弓ム完備。引受人 unclertakerは各

種の労務者を調達L，その契約完遂の保在を与うべきことo 閉し、合わせ先。カ

マーザンジャー・ラネリ，ジヱイムズ・ベインズJ(18日5年 1月5日付，ケンプリ

アン紙)lB)

上例は， 19世紀に入ってからのものであるが，炭坑所有者が石炭採掘の引受

人を求めている乙と，その引受人自身が労働者を調達する乙となど，おおよそ

18世紀における賃貸借行為と同様のことが確認できるのである。

鉄工業 〔事例 6) 1747年:./:aージ・ビッグラ γ ドなる地主は， ジョ

ブ・ローり γソ'/Job Rowlinson 'of Graythwaite，ウィリアム'!1ロスフィ

ーノレ下 William Cross五eldof Cartmel， ジ三ーシ・ドりンカール George

Drinkall of Rusland，アイザック・ウィルキンソン IsaacWi1kinson of Back白

barrow由冶らなるローウッド・カンパニー LowwoodCompanyにj対してロ

ウヅ lの土地を51ヵ年の期限で賃貸した。この賃貸借契約には次の要件も含ま

1η ちなみに サミ L エル クロムプトンが発明した紡績機は，当初ミェ」ールと呼ばれずに「轟屋
敷の紡寧」と呼ばれていたという逸話があるが， この名称は彼がボルトンの森屋敷を賃借してい
てそこで発明Lた~とによるものである.チ現ロナ ，司居良明訳『産業革命期の人びとj63ベ

ージ参照.

18) A. H. John， The Ir.よdustriaZDevelopment Qf SQ叫ん Wales， ，1950， p. 78 
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れていた。「溶鉱炉，溶鉄炉および種々の作業用建物を建設する権利 fulland 

free liberty and privelege to erect and buildJ r同敷地内にある通称 Bigland

池と呼ばれている山池および人工池(の使用権)Jr屋敷ぞいの通称 LevenRiver 

とか BackbarrowWater と呼ばれている河川および水域(の使用権)J i前記

河川より前記作業場までの堀割，水門，水路等を造成する権利」さらに，賃借

者は，賃貸者の所有する泥炭地において自らが溶鉄炉で使用するものおよび労

働者が自家消費する泥炭を 定の代価Kて採取する権利をも得た回。

〔事例7J 同じ，鉄工業での事例としては， 17世紀末以来ダラムジ十 のサ

ソダーヲソド Sunderlandにて， <ぎ手工業 handmade nail ind ustry をお

こしてより 18世紀には一大鉄T業を形成するに至ったグローリ一家 Crowleys

のばあいがある。

サYグ ラγ ドで，アンプロウズ一世 SirAmbrose Crowleyによってうち

たてられたくぎ手工業は， 1691年になってア y ブロウズ二世によって本拠地を

ユューカッスノレの酉 4"<"イノレのと ζ ろに位置するウィン νイト γWinlatonに

移して，次の飛躍を期した。ウィ Yレイト Yでの経営拡充にあたっても，土地

・作業場の賃借が手びろく行なわれた。たとえば， 1691年 4月に，製粉所とし

て使われていた建物，漂白所として使われていた建物さらに数個の家屋と 4エ

ーカ の土地をあわせてサー・「ーマメ・テγベスト SirThomas Tempest 

of Stella，サー・エドワード・プヲケヅト Sir Edward Blackett of Newby， 

サー・ウィリアム・ブラケヅト SirWilliam Blackett of Newcastle ドーカ

旦・ 7/'ダーソン，フランシス・ 7'./ダーソ:/Dorcos and Francis Anderson 

らから99ヵ年の期限で賃借した別〉。また，同時期にグリエッジ Greenwichに，

商業部門の事務の中心をおくための努力がなされたが，その場合もシティ City

の商人でもある十ー.，fレゴリー・ペイジ Sir Gregory Page より ithe

Bal1ast Quary近〈の5エーカーJ rthe Great Meadow近くの 6エーカー」

19) d. k Fell， The Early In叫んdustryof Fl間切essand Disuプct，190B， new-ュmp.1968， 
pp. 219， 220 

20) cf. M. W. Flinn， M叫 ofIrV1'l. p. 42 
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等につき，種々の借地期限での賃借がなされた2九

ところで，クローリ一家がウィ γレイトンで経営の拡大をはかっていたころ，

ウィンレイト Y から 1-.イノレLかはなれていないスワルウヱノレ Swalwell0)地

で，もとはクロ リ 家の鉱石採掘部門の主任皿iningagentでいまはニ品ー

カッスノレで商業を営んでいる L ドワー l・ハリ.A'./ Edward Harr1sonが，鉄

工業の新たなパートナーシァプを独自に形成して，グロ リ のライバんとし

て成長しようとしていた。 そのバートナーシクプは， ハリソ γ のほか， ハリ

ソンと同じくニューカヅスノレで商業を常なむウィリアム・ベイリス William

Baylissと，ヨ クシャー・マスパヲ Masboroughのジヱントノレマ Y であるジ

ョン ウッド JohnWoodの3名よりなっていた。 ζ のパートナーシグプも

経営の拡大にあたっては，土地・作業場その他の賃借を重ねた。 1702年 3月25

日に， コ-'/ウォーノレのフランシス・ハセット FrancisBasett という人物よ

りlBishop'smill と呼ばれている製粉場」および「水車用池J r急流」と

をあわせて賃借。同年6月には，サ ・ジェイムズ・クラベリ-:/!f Sir James 

Claveringをはじめとするジョ y.フラ γシス Johnand Francisの三兄弟お

よびチャーノレズ・ワトソン CharlesWatsonらから rHolm1心11と呼ばれる

水力製粉所」と rHolm Closeおよび HighStammers Closeと呼ばれる土

地」とを賃借。笠年4月にも，同クラベリ'/;7'よりさらに別の土地を追加し℃

賃借するとともに，その地所へのλ ソノレウヱルからの通行権，水路に堰をつく

る午針Uをも得た印。

ζのように，ハリソ y のパートナーシッフーは，数個の旧製粉所 oldcorn mil1 

およひ土地さらには水車等を賃借によって得て鉄工業としてめざましく成長し

ようとしていた。これはクローリーにとっては脅威であり，そのととはクロ

リーの事務長 chiefclerkがグローリーに送った次の書簡のなかにはっきり示

されている r沢山のくぎ工 nailers.木〈つ輪工 patten-ringmakersがウィ

ンレイト Yでの仕事を捨てて，スワノレウヱノレのエドワード・ハリソ Y氏のもと

21) 22) cf. Flinn， ibたi.，pp. 52， 53 
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しかし， 1707年にグローリーは， ハリソン・パートナーシヅプを「買い上

げ」てしまった。この場合の「買い上げ」は，ハリソ Y ・パ トゴ シグずの

企賃借権を，さきのサ ・グレゴリ・ベイジが仲介役としていったんひきうけ

ついでクローリーに再登記させるというかたちをとった"'0
さらに下ってアンプロウズ2世の孫ジ ..y1世の妻シオドウシア Theod回目

が経営を担当していた 1735年の 6月にはロパート・トムリ YソY師 theRev. 

Robert ThomliIlsonから次のものを賃借している。 iTeams Bridge High 

Millと呼ばれるティーム河畔の製粉所Ji切開作業場，製鋼作業場，その他の

作業場J i溶鉄炉，労働者用住宅，家屋敷等」回

以上のようにクローリ一家の鉄工業経営の発展の過程は，まさに賃借行為の

積み重ねそのものであったといっても過言ではないのである。

さきに， 1702年にサー・ジヱイムズ."ラベリ y グより 99カ年でハリソ:/.

パ トナ シップがスワノレウ zノレの土地・作業場を賃借しそれが1707年に 7:/

プロウズ3世に移ったということを述べたが，この物件についてひとつの契約

上のトラフづレが起うた。このトラブノレというのは，ハリソンからベイジを仲介

役としていっさいの賃貸物件がクロ リ の手に移ったのだけれども，その賃

貸期限が99ヵ年ではなく 7'/プロウズ 3世の存命中 forlifeに限るものであっ

たよとが1738年すなわち契約後初年を経てのちに所有者クヲベリ '/7より主張

されることによコて起ョた。クロ り は，契約は当然99ヵ年であって，あと

三分の二を残しているものと思っており，賃貸側クラベリ γ グとは食い違って

いた。しかし結果としてグラベリ γグの言い分が通り，グローリーはクヲベリ

γ グと新たに賃借契約をやり直すことになった。地代は，旧地代額と同額のま

まであったが，契約更新にさいして一時金品目として 3，000ポンドが要求され

た。 3，000ポンドという額は， クローリーの作業設備の全額にも匹敵するもの

23) cf. Flinn， ibid.， pp. 52， 53 
24) Flinn， ibid.， p. 52 
25) cf. Flinn， ib剖.p. 79 
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であった。しかし，クローリーとしては賃借なしでは経営が続行不可能であっ

たためクラベリ γグとの新契約に同意せざるを得なかった却。 このトラブノレに

おいて，所有者・賃貸者クヲベワングと賃借者クローリーとを較へて，実際に

法律的にはどちらに正当性があったかは知りえないのであるが，結果として所

有者側の主張が通って新契約を結ぶということになれ経営者〔産業資本〉が，

ひきつづき所有者〈土地所有〕より，土地・作業場を賃借するという関係が維持

緋続きれた事実は重要であろう。

以上三つの産業部門における事例をみれば，第一に， 18世紀イギリスの諸産

業において土地・作業場の賃貸借行為がひんぱんに行なわれていたことをまず

確認しえるのである。また，単に賃貸借行為がひんぱんに行なわれたというに

とどまらず，上例lのクラベリングとクローリーとのトラフツレの顔末が示すよう

に，賃貸借にもとづく土地所有と産業資本との結合形態は， 18世紀イギリスに

あっては必然的でかつ基本的なものであったということ。これが第二。さらに，

この結合形態は，旧製粉場の賃貸→新規利用ということが産業部門のちがいを

こえて一般に行なわれていた事実のうちに特徴的に示されているように 3 大土

地所有と弱小な産業資本との結合であったこと。以上のことが確認できょう。

さてこのような賃貸借制を，車主治守主白にはどのように意義付けをする乙とが

できるりであろうか。 亡がかりとしにγンウィ γG.Unwinの指摘をまず見

てみる。彼は，さきにあげにような賃借を求める「広告のもつ最も興味深い特

徴は わずかばかりの資本しかもっていない企業心に富む若者 enterpnng

young men に対してケえられた鼓舞にあるJ27)として， 同時代人ヲドクリフ

Radcli宜eの次の言明を引いている。 I勤勉で注意深し、いかなる若者も，数年

実践をつめば織工 weaverとしてかせいだ金でもっても充分に〔自立した〕製

造業者皿anufacturerに成れる。」町同様の ζとが，アシュトン T.S. Ashton 

によっても製鉄業に関して言及されている。 I土地所有者 landedproprietors 

26) cf. Fli凹 1，ibzd.， p. 1::11 
27) Unwin， 01う口t..p. 118 
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は，はや〈から直接に産業にたずきわることをやめたけれども，彼らは活動的

な産業家 activeindustrialistsにたいして，石炭や鉄の鉱山，ときには溶鉱炉

や溶鉄炉を賃貸することによって多くの固定的な資本を与え続けた。 ιの行為

は，比較的わずかなたくわえ meagreaccumulationsしかもっていない者が鉄

生産を営なむことを可能にした。そして貧しい境遇から身士起こした人々が，

しばしば有利な条件の賃借によって助けられたということが，この産業の主た

る特徴である。JU'このアシ品ト γの見解は，ァ γ ウィ Yのそれ上りさらにすす

んで， 1)土地所有者が産業経営から手を引いていること， 2)産業資本家に，

ート地・作業場等を賃貸していること. めこの賃貸が， I固定資本」の「提供」

〔二前貸〉であること， 4)総じて，弱小な産業資本家の発展に役立ったこと，

これらの諸点を含んでいる。

一方，大河内暁男氏は，この賃貸借制の意義について次のようにまとめてい

る。 1)I独立小生産者の上昇 を円滑化する作用をもっていたj， 2)産業

資本家は I所有資金を挙げて直接生産過程に投下し得j，I同一量の資金でよ

り大きい生産手段を支配し得たj， 3) I固定資本として投下さるべき資金を現

物形態で賃借した， (すなわち〕地主による産業資本への現物形態での長期工

業金融(を意味した)J，4) (賃貸の〕諸条件は 一方的と言って差支えない

程に， 賃借者たる産業資本家にとって有利(であり， これをj 地主が甘受し

ていたと百うことは，地主が産業資本家に従属せることを明示するものであ

る。」酎乙れらの指摘は，賃貸借制が「固定資本」の前貸を意味し弱小な産業資

本の成長ー発展に利するところがあったという点 (1)，3))でアンウィ"'.アシ

ュト γの見解と共通するものをもっている制。また，大河内氏がさらにすすん

28) T. S. Ashto叫 11'"011， & 品eelin the Industrial R即 olution，4th 00.， 1968， p. 209 
29) 大河内鹿男「イギリス主鉱業における作業場および土地の賃費惜制の展開とその意義.1 r立教

経骨子研究， 18の2，151-5ベ--:.P参照。
30) ζこで使っている圃定資本という用語は，マルクスのそれりように価憧論的なうらづけりある

ものではなく土地をも含む恒久的な生産手段全体を指している。ところで，こ由時期における閏
定資本の全資本中に占める割合は極めて小さなものであった。 ポラ}ド S.Pollardは「エリザ
ベス朝下の大規模企業時代と18世紀初頭とでは固定資本と流動資本とのよむはほとんど変っていな
いlと述べ次の二例をあげている a グロ リー製鉄所では.固定資本と流動資本がそれぞれ 12，ノ
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で，土地・作業場等の賃借によって，産業資本家はそれらを自己所有するばあ

いよりも自己の資本をより多〈生産過程に投下し得た乙とく2))を積極的に示

したことは至当であろう。しかLながら氏の「土地および作業場等の賃貸借制

は，産業資本への地主の従属形態であるJ(4))という最終的な結論づけは前二

者にはない論点である。氏の主張は，簡明で賃貸借制が産業資本にとって有利

である ζ とをもってただちに地主・土地所有の金属を説いているのである。

われわれは，まず賃貸借制に闘して，これが地主と産業資本家のどちらに有

利であったかということを考える以前に，まず次のことを確認すべきであると

考える。すなわち，土地および作業場等〈これも多くのぼあい oldcorn mi1lなど

である〉を「産業に直接たずさわることをやめたJ 地主が所有し，他方で「わ

ずかなたくわえしかもって」おらず， また，余力があってもそれらの購入を

「妙にためらL、」さらには「経営主たることに唯一の誇りを感じるものであっ

て，土地を所有してみても，そのような誇りは得られないJ (鉄工業者リチヤー

ド・クロ シェイ RichardCrawshay)叩とする産業資本家が，それらを賃借して

産業経営を行なったというのが， 18世紀イギリスにおける地主 産業資本家の

基本的な関係であったということ。この関係は産業資本の側からみれば長期工

業金融を意味し資本のより生産的活用を可能にするという有利な面をたしかに

もっているが，このことをもって地主の「従属・奉仕」を即断すべきではない

のであって，地主の世lからみ亡乙の関係がいかなる意味を有Lていたかをも同

様に見なければならないのである。地主側は，自己の土地ー作業場等を有効に

活用するために，すなわちそこから地代を発生させるために，さきの新聞広告

ノ000ポンドと93，000ポシド。ストックポートの絹工場では，それぞれ2，800ポンドと13，800ポγ ド
(S. Pollard， "Fixed Capital in the Industrial Revolution in Britain "， inJauれ &0正list.，
vol. XXIV_ No. 3， 1964， p. 301)また.プリンは全資本中白固定資本0割合は， 18世紀中葉で
5 "'-'10%. 18世紀末葉で印私であるl:L'"Cレ;f，o (M. W. Flinn，口γ留insof the J'Ildu.strinl 

Revolution， p. 40.) そしてポラ ドは次のように結論している。産業資本軍にとって「資本を
調達するという問題は，すなわち流動資本を調達する問題であるoJ (Pollard，噌.cit.， p. 305) 

ポラード白結論はやや極端であると Lも責貸借制における圃定賢本申前貸を過大に評価すること
もまた警戒せねばならない。

31) A. H. John. The Ind山 trialD.四 elopm四 tofS，出 thWales. p. 39 
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などの方法によって.優秀な借地人 goodtenantの積極的導入をはかったので

ある。 goodtenant の導入→自己ω土地・作業場の生産的活用→地代の収取

という線に，地主独自の利害が貫徹しているのである。ょの地主独自の利害の

存在を看過しておいて，ただ産業資本の有利性だけでもって地主・土地所有の

「従属・奉仕」的性格を論拠づけることはできないのである。では，次に「地

主独自の利害」について，やや立ち入りて検討Lてみる。

III 地主独自の利害

前稿で，われわれは農業のばあいについて I地主独自の利害」というもの

が. 1) I地代の確実な収取J 2) I土地および土地資本の保全」の 2点である

ことを確認した32)。ょこでも，この 2点について具体的に検討する。

1) r地代の確実な収取」

まず，事例をみてみよう。 1721年， モγタギ z 公 Duke01 Montaguは，

彼自身の採鉄人であったヨーマ Y のマイノレズ・トラウトン MylesTroughton 

01 Mouzellに対して 5カ年間に得られる鉄鉱の二分のーに対して卜ン当り

18ベンスの賃料 royaltyでもって，採鉱場を貸し与えた。 1729年には， トラウ

トンとトーマス・ホーノレ ThomasHall 01 Cr血 ge に対して 19カ年を期限

に 1γ リγグ6ベンスの賃料で貸し与えた甜。また，少しさかのぼるが1707

年に，同モγタギェ公は，ウィリアム マトソ γWilliamMatsonに対して，

年 7ポンドの国定地代五xedrentで 21カ年を期限に「鉄鉱その他の鉱石の

採鉱場および採石場」を貸し与えた。この，賃貸借契約は. 1714年に還付きれ

て後に，新しい契約が，地代，鉄鉱6トン当り 7シり γ グ，鉄鉱以外の石炭な

どの鉱石につきトン当り 5ポンド徴収，特定の人数の労働者 specifi.ednumber 

01 men (6 ~8名〉を就労させることを条件に締結された制。 フェノレA.Fell 

は，最後の例でみられるように，地代の形態は，時代がすすむにつれて固定地

32) 前掲拙稿『経済論叢』第116巻第3・4号参照-

33) 34) cf. Fell， op. cit， pp. 32-3 
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代から， トY地代 tonnageroyaltyに移っていき， 21ハンドレッドウェイツ

hundredweights (1 hundredweight=120 pounds) の鉄鉱につきト γ当り 1'-'リ

γ グ6ベY スが通常の地代率であったとしている。さらに，賃貸借契約では，

21ヵ年の期限 8人雇用制，鉄鉱以外の鉱石についてのとりあっかし、条項が含

まれるのが一般的であったとしている問。

右炭業についても，アシュト γが「地表にもたらされる石炭の量によって地

代額は決定された」加と言コているように，地代は産出量あるいは， その販売

価格に対して決定されたのである。 1757年鉄工業者ジョン・ウイノレキγソソ

J ohn Willkinsonは，カーノレ・グラス Ci'lGlasで採炭した全産出量の六分の

ーの現物地代にて賃借。 1702年ノーフォーク公 Dukeof Norfolk は，ウィ

スト:/Whistonの土地を石炭ー荷車につき 7ベγスなる地代にて賃貸。 1726

年，ダ ピ Derbyの炭坑は，産出される硬質石炭 1;えタック stackC =108 

立方 feet)につき lジリ γグ， 軟質石炭1スタザグあたり 6ベンスなる地代に

て賃貸。 リトル・ハノレトン LittleHultonのジョ γ ・マーシュ JohnMarsh 

は 3つの炭坑の所有者であったが，いずれの炭坑についても I通常のかご

customary basket J 24個分の石炭につき 8ベYスなる地代にて賃貸町。

ところで，地代率が，生産量によって決定されるばあいには，その生産量を

地主の側で確定することが地代の正確な収得にとって重要な問題となってくる。

上記の例にもあるように，硬質の石炭と敦賀の石炭といったふうに産出物の質

の相違によって地代率が異なるばあいなどは，とくに産出物の査定が重要な意

味をもってくる。よりような査定士，地主の立場から実際に行なったのは，オ

フィンャノレ o伍cial ;J- ディタ auditorハンクスマ";/banksman クラ ク

clerkヴューア Vlewer闘などと呼ばれる差配人であった。 この差配人は，

35) cf. FeU; ibid.， p. 36 
出.) T. S. Ashton and l Sykes， The C.叩Zlndi断 tryof the Eight田 nthCent叩ツ， 19泊， p.176 
37) cf. Ashton and Sykes， ib低， pp. 175-7 
38) cf. Ashton and Sykes. ibid.> pp. 100， 177; cf. G. E. Mingay， "The Eighteenth Century 

Land Steward ". in: E. L. Jones & G. E. Mingay，' (ed.)， Land. Labour and Po.ρulatian 
in the Indust門 'alRevolution 
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そのほかに地代の徴収，賃借者の選定・勧誘さらには経営改良の指導などを行

ない，農業における所領差配人 estatestewardと同様に， 地主の立場から賃

借者・産業資本との実務的な媒介を行なっていったのである。所有と経営が分

離しており .'!Y方が賃貸借制によって結びあうという関係にあるばあいには，

彼bの存在は必要不可欠のものであった。

地代率は産出額に対片して決定されるわけであるが，全産山量について 定

の産出単位に対して 定。地代を支払う完全なスライド制はむしろまれで，契

約にさいしては，一定の年地代を定め，それを支払って余りある部分に対して

スライド制が適用されるととが多か司た。との固定地代五xedrent， dead rent 

の決定は，賃借者が，ーをの産出量 statedoutputをあげることの権利取得を

意味したものであり，たとえ賃借者がその一定量の産出を果たすことができな

くとも地主に対して，必ずそれが支払われなければならないものであった。こ

のことによって，賃借者に対しては，どうしても定められた最低限の産出量を

達成せねばならないという刺激が与えられ，他方，地主に対しては，常に少な

くとも規定の最低地代額が，まちがいなく保証されたのである。

固定地代とスライド告!の地代の結合例をみてみよう。ノーサγパーランドの

ホワイトリー Whitleyの炭坑では，固定地代が年50ポンドとされ，それが134

テン tens(lten=15，048gallon) の産出量に相当し， その量を超過する分につい

て， テン当り 7シリ Y グ6ベンスを支払うことが約定された。 シュロップシ

ャーの地主は， コーノレプノレックデイノレ・カンバニー CoalbrookdaleCompany 

に炭坑を賃貸するさいに，スタック当り 10"リ γ グ10ベ"'^の支払士課すとと

もに，日々もたらされる額が 15日ポV ドを下らないことという条項をつけ加え

た。 1734年，ダラムのゲイツへッド Gatesheadでは， 規定生産高 400テY に

対して 300ポンドの最低固定地代が定められ，さらに規定生産高を超過したば

あいは，その超過分に対してテ Y当り 15シリングが支払われた。また，定めら

れた固定地代を支払うにたるだけの最低産出量を達成できなかったばあいは，

その達成きれなかった部分に対する地代は，その未達成であった年に後続する
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年で，超過達成した時にあなうめきれねばならなかった。上記ゲイツヘッドに

おいては，炭坑の賃借者は.最低産出量 400テンを得られなかったばあいの地

代不足分を後続する 5ヵ年間で支払うようにと約定されていた。ランチヱ λ タ

・ム ア炭坑LanchesterMoor Collieryでは，賃借期限が1749年に切れた

が，不足分が残っていて，それをつぐなうために，契約終了期限が一カ年延長

された叱

以上，みてきたように地代は基本的には産出量に比例して決定されたのであ

るが，さらに固定地代とスヲイド制jが結合されることによって，地主は，産出

量の多寡にかかわらず少なくとも約定された最低の地代は必ず確保することが

でき，超過分が出たばあいも応分の地代を追加取得しえたのである。 ζのよう

に賃貸借制においては，地主に対して「地代の安定的かっ確実な収取」を，な

によりもまず保証することが肝要な要件として存在していたのである。では次

に， もう一つの地主独自の利害と考えられる「土地・土地資本の保全Iについ

てみていく。

2) I土地・土地資本の保全」

賃貸借契約が締結されるばあい，たしかに地代のとりきめは中心的な問題で

あるが，その他に重要な意味をもっと思われる種々の付帯条件についてもとり

きめがなされたσ

たとえば， 1692年シェフィールド She缶eldの炭坑では，二つ以上の竪坑で，

しかも， 10名以上の採炭夫を雇用することが禁ぜられた。また1699年，ソール

トコウツ Sultcoatsの炭坑では， 50人以上の採炭夫を作業させないことが約定

された。さらに 1737年，シェフィールドとアタークリッフ"" Attercliffe (j)炭

坑では，通常の助手付き採炭頭を15名以上使用しないことが決められた。ょの

三つの例は，就業人員に対して直接に制限を加えたものであるが，それがなさ

れないばあいでも，雇用労働者数に比例して地代を課すという間按的な制限が

加えられた。たとえば， 賃借入ジーソ・スワロー John Swallowと賃貸人サ

39) cf. Ashton and Sy}日 S，ot. cit.， pp. 180， 187 
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リー伯 Ear1 of Surryとの間で，エクレ月フィーノレド Eccles/ieldのパーキ Y

F ウッド炭坑 ParkingW ood Collieryについて，就労する採炭夫一人につ

き年20ギニーを支払うことがとりきめられた。また，炭坑が鉄工業の作業場と

一体にして賃貸されるばあいには，そこでとれる石炭をそこの鉄工業用にのみ

使用することといったふうに，特定の生産目的・用途をも指定することがあっ

アこ"'0

18世紀，即ち市民草命以後におい亡も ιのような生産制限・生産目的の指定

等の付帯条項を賃貸借契約のうちに見い出すことができるのである。ところで，

そのような生産のあり方そのものにまで立入ョた条項というものは，どのよう

な意義ー性格をもっていたと考えるべきなのであろうかu

アジ z トγ ば，次のようにい勺ている。 r賃借者にほ，作業が困難で妨需物

のある炭層を無視するという強い傾向があり， ・・一般に表面近くの石炭(だ

け〉をとり出して，より深部の石炭をおきざりにするという傾向があった。J41)

すなわち，賃借者側は. r目さきの収益 immediateincomesJを増大させる ζ

とだけに汲々として所領の将来 futureof estatesJについて考えるといっ

た長期的展望をもちあわせてはいなかった。従って，こうした賃借者側の傾向

は r契約を結ぶさいに特別の条項をもうけてチ z ックされなければならなか

った。」削同様のことをテイラーA.J. Taylorは，採炭者は自己の「短期的利

益 short-termadvantage Jにもとづいて作業を行ない， 炭坑所有者の「長期

的利益 long-termadvantage Jと矛盾したと述べている42)。以上，両者はp と

もに二つの利害の存在を認め，双方が衝突・矛盾する関係にあり，このことが

生産制限条項等の存在を理由づけるものであるとしている。

アシュト γやテイフーとは異なり，大河内氏の主張は次のようである。 r18

世紀の賃貸借契約に共通の特徴は，市民草命以前白契約に通例随伴していた経

40) cf. Ashton and Sykes，'ibid.. p. 178 
41) Ashton an占 Syke.<l， ih封 >pp: 1叩 180

42) A. J. Taylor，“The Sub-C叩 tractSystem in the British Coal Industry". in: L. S 
Pressnell， Ced.)，晶udiesin the Indusか ialRιm品tion，p. 219 
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済外的諮強制一一例えば原料買取強制，製品の強制見、上げ，生産制限等ーー

が，いまや基本的に排除されてしまっている，ということである。」叫ここでは

賃借者側の l短期的利益Jをチェックするための l特別の条項」が設けられた

という，前二者の認識とは異なり，そもそも「長期的利益」なるものを主張す

る利害の存在は認識され亡いないの tある。乙の認識の差は，何処に起因する

のか。この点については，アシュト Y ・テイラ がいうところの「目さきの収

益J I短期的利益J と『所領の将来J I長期的利益」というものが，いかなる

ものかを確認しなければならない。前者については，産業資本にとって必然的

である最大限の利潤獲得を求める観点であると考士られるのしかし後者は，そ

のような短期的なものではなし土地所有者が自己の所領をすえ永〈保全して

おこうとする観点，われわれのいう「土地・土地資本の保全」という観点であ

ろう。たとえ当面，生産制限によって，自己の取得する地代収入が減少しても，

「所領の将来」にわたっての保全，長期的開発ということを優先させる，土地

所有独自の利害なのである。大河内氏は「土地所有の従属」を説〈あまり，生

産制限を契約時に設けてまで貫かれる「土地所有独自の利害」の存在を看過し

てしまったのではないであろうか。

1775年，デポγγ ャ一公 Dukeof Devonshireとスミス， ブラッドリ， テ

イラ-Smith， Hradley and Taylorの3名の賃借者が， 21カ年の賃貸借契約

をしたさいに，炭坑白排水白ためについやされた最初の 3ヵ年の間，地代が免

除されることが約定された。 1765年，イースト・デントン EastDenton でな

された21カ年の賃貸借契約では， 125テY の産出につき， .200ポγ ドの固定地代

の支払が定められたが，最初の 2ヵ年は 62.5テγ の産出につき 100ポンドの地

代でよいとされた。 1818年，キンマウ Yト Kinmount の炭坑では，賃借の最

初の年は固定地代はいっさい課せられず，単1"トγ当り 7ペンスが課せられた

43) 大河内前掲論文180)1，86へ ジ。氏の ζりような主張はもともとイギリス市民革命の評価白
仕方に起因するもりである。これには，尾崎氏の「地主泊近代化(の)強行」が結果したとする
見解〔前掲『経済論叢』第87;巻4号.71へ のと対比すべきである.なお，浜林E夫『イギリ
ス市民革命史』の第4章第 3師そも参照.
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だけであった。 1750年，デボンシャーのジャロウ Jarrowの炭坑では，採炭に

使われる燃料用石炭および水分を多〈含んでいて販売不可能な石炭に対しては，

地代を免除している。また，どうしても経蛍的に成り立たないばあいには，賃

借者が地主に対して還付権を有することもあった叫。

これらり事実から，以上の ιとが産業資本に有利であり，地主は従属してい

たとしてしまうのではなくて，地主の側はとにかく地代収入を即刻最大限以取

するという短期的観点に立っていたのではなし土地所有そのものが維持され

るかぎり一定の譲歩をも行ないえたということを， くみとるべきであろう。ジ

ョ Y A. H. Johnの「情け深き専制君主 benevolentdespotismJ4Slという表現

、は，イギリ見地主のあり方をよ〈示しているといえる。

以上，地主独自の利害ということで.まず第ーに「地代の安定的で確実な収

取」が，固定地代とエライド制の結合によってはかられたこと，次に「十地の

保全」が賃貸借契約中に生産制限等の付帯条項をそう入する乙とによってはか

られたということ，この二点を確認しえた。 ζの地主独自の 2つの利害は，産

業資本の利賓とは，53帽のものであり，その利害の主張も後者に対して独

立」の立場でなされるのであって，決して単なる従属変数的存在ではなかった

のである。この地主の独自の利害の貫徹過程は，資本の側の「産業経営」とは

区別されて，地主の側の「所領経営 estatemanagement J とでも呼ぶべきも

のの営みそのものであると理解しえよう。

むすび

最後に，本稿の論点をまとめてお<， 18世紀における主要な資本調達手段は，

パートナーシップの形成であったが，ミれに地主自身が直接に参加して出資す

ることもあったが j自主による資本前貸ということでは Iゴ二地および作業場

等の賃貸」が上り重要なものであった。この賃貸借制は，産業資本にとっては

44) cf. Ashtun and Sykes，唖口t.，pp. 1R4， !1 

45) A. H. John，“Iron and Coal on a Glamorgan Estate 1700-1740 ". in Eco. rI. R.， vo1. 
XIII， 1943， p. 99 
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地主からの「固定資本」の前借を意味し，資本のより一層の生産的活用を可能

にした。しかし他方で地主・土地所有者自身の利害も，この過程で独自に貫徹

されたのである。その独自の利害とは，第一に地代確保であり，第二に土地保

全であった。

土地所有国有の利害ということを本稿におい ζ主張したのtあるが，従来は

巾民革命後において，産業資本が順調に発展したということが力説されるだけ

で，土地所有の独自利害に対し，正当な認識がなされてこなかフた。 i封建的

土地所有者群と 産業資本家群， これが基本的対立であった。J~6) という

ふうにのみ，社会・経済的対抗を考え，そのことによって近代的土地所有の存

在，とりわけ近代イギりスにおけるその巨大な存在を看過してきたのではない

であろうか。 i経済史家が無視したJ (コスミンスキー〉というこの土地所有の

存在，その独自の利害のあり方，まさに，これらに対して，充分な検討がなさ

れなければならない。

46) 大壇久肱『西洋桂済史』抗津書房> 34べ 九


